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新しい専門医の仕組み その基盤となる考え方

• 新たな専門医の仕組みは、プロフェッショナル・オート
ノミー（専門家による⾃律性）を基盤として、設計され
るべきである

専門医の在り方に関する検討会報告書 平成25年4月22日1



医療制度との関係の整理

・「標榜医」の在り方については、今後、検討を⾏うことが考
えられる。

・新たな仕組みのもとでの専門医について、標榜科と関連させ
ることも将来的には考えるべきである。

・新しい専門医の仕組みについては、新たな専門医の認定・更
新状況等を踏まえつつ、将来的には、関係制度等への位置づけ
を検討することが望ましい。

・専門医の広告に関しては、第三者機関が認定する専門医を広
告可能とすべきである。

専門医の在り方に関する検討会報告書 平成25年4月22日
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このため制度でなく「仕組み」としている



国の関与（この2か所のみ記載）

・研修施設が専門医の養成プログラムを作成するにあたっては
、国や都道府県、大学、地域の医師会等の関係者と十分に連携
を図ることが期待されるとともに、初期診療が地域で幅広く求
められる専門医の養成プログラムの中には、一定期間の地域医
療に関する研修を取り⼊れることが必要である。また、いわゆ
る「地域枠」等をはじめ、地域医療に従事することを希望する
医師が専門医となる環境を確保していく観点から、地域医療に
配慮した病院群の設定や養成プログラムの作成等に対する公的
な支援を⾏うことも考えられる。

・データベースは、医療提供体制の現状把握に必要不可⽋であ
り、国や都道府県においても基礎資料として活⽤することも考
えられるため、その構築に対する国の支援が必要である。

専門医の在り方に関する検討会報告書 平成25年4月22日
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国の役割

・研修施設が養成プログラムを作成するにあたって、都道
府県、大学、地域の医師会等の関係者と十分に連携を図る
。

・地域医療に配慮した病院群の設定や養成プログラムの作
成等に対する公的な支援を⾏う。

・データベースの構築に対して支援する。

専門医の在り方に関する検討会報告書から 平成25年4月22日
4

国の仕事はこれだけでありこれ以上ではないことに留意



専門医の養成と地域医療との関係について

• 新たな専門医の仕組みの構築にあたっては、少なく

とも、現在以上に医師が偏在することのないよう、

地域医療に⼗分配慮すべきである。
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専門医の在り方に関する検討会報告書 平成25年4月22日



都道府県、大学、医師会等の協議・関与が重要 ①

Ⅰ.すべての基本領域専門医に関わる事項

・研修施設が専門医の養成プログラムを作成するにあたって
は、国や都道府県、大学、地域の医師会等の関係者と十分に
連携を図ることが期待されるとともに、初期診療が地域で幅
広く求められる専門医の養成プログラムの中には、一定期間
の地域医療に関する研修を取り⼊れることが必要である。ま
た、いわゆる「地域枠」等をはじめ、地域医療に従事するこ
とを希望する医師が専門医となる環境を確保していく観点か
ら、地域医療に配慮した病院群の設定や養成プログラムの作
成等に対する公的な⽀援を⾏うことも考えられる。

平成25年4月22日 専門医の在り方に関する検討会報告書6



都道府県、大学、医師会等の協議・関与が重要 ②

Ⅰ.すべての基本領域専門医に関わる事項

•地域の実情に応じて、研修病院群の設定や、専門医の養

成プログラムの地域への配置の在り方などを工夫するこ

とが⼤切である。研修施設については、都道府県（地域

医療⽀援センター等）と連携しつつ、大学病院や地域の

中核病院などの基幹病院と地域の協⼒病院等(診療所を含

む。)が病院群を構成することが適当である。

平成25年4月22日 専門医の在り方に関する検討会報告書7



都道府県、大学、医師会等の協議・関与が重要 ③

Ⅰ.すべての基本領域専門医に関わる事項

•専門医が地域に定着するよう、専門医の資格取得後も

、都道府県や大学、地域の医師会等の関係者と研修施

設等が連携し、キャリア形成支援を進めることが期待

される

平成25年4月22日 専門医の在り方に関する検討会報告書8



都道府県、大学、医師会等の協議・関与が重要 ④

Ⅰ.すべての基本領域専門医に関わる事項

・データベースは、医療提供体制の現状把握に必要不可
欠であり、国や都道府県においても基礎資料として活
用することも考えられるため、その構築に対する国の
支援が必要である。

平成25年4月22日 専門医の在り方に関する検討会報告書9



都道府県の役割 ①

・研修施設が養成プログラムを作成するにあたって、国、
大学、地域の医師会等の関係者と十分に連携を図る。

専門医の在り方に関する検討会報告書から 平成25年4月22日
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・地域医療に配慮した病院群の設定や養成プログラムの作成等への⽀援を⾏う。

・一定期間の地域医療に関する研修を取り⼊れることが必要。



都道府県の役割 ②

•地域医療⽀援センター等を活用し、研修施設と連携し

つつ、大学病院や地域の中核病院などの基幹病院と地

域の協⼒病院等 (診療所を含む)が病院群を構成するこ

とを支援する。

専門医の在り方に関する検討会報告書から 平成25年4月22日
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地域の実情に応じて、研修病院群の設定や、専門医の養成プログラムの地域へ
の配置の在り⽅などを⼯夫することが⼤切である。



都道府県の役割 ③

・専門医が地域に定着するよう、専門医の資格取得後

も、大学、地域の医師会等の関係者、研修施設等と連

携し、キャリア形成支援を進める。

・医療提供体制の現状把握のための基礎資料として、
専門医に関するデータベースの活用を今後検討する。

専門医の在り方に関する検討会報告書から 平成25年4月22日
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キャリア形成支援

・多様な医師を養成するニーズに応えられるよう、専門医の養
成の過程において、例えば、研修の⽬標や内容を維持した上で
、養成プログラムの期間の延⻑により研究志向の医師を養成す
る内容を盛り込むことも検討すべきである。

・男⼥を問わず、出産・育児・介護等と専門医の取得・更新と
が両⽴できるような仕組みとするとともに、養成プログラム・
研修施設の基準等についても、キャリア形成に配慮することが
望ましい。

専門医の在り方に関する検討会報告書 平成25年4月22日
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都道府県の役割 ④

・第三十条の二十五 都道府県は、地域医療対策を踏まえ、地域において必要とされ

る医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 病院及び診療所における医師の確保の動向その他の地域において必要とされる医療

の確保に関する調査及び分析を⾏うこと。

二 病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談

に応じ、必要な情報の提供、助⾔その他の援助を⾏うこと。

三 就業を希望する医師、学校教育法 （昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号）第⼀条 に規定

する大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に対し、就業に関する相

談に応じ、必要な情報の提供、助⾔その他の援助を⾏うこと。

四 医師に対し、医療に関する最新の知⾒及び技能に関する研修その他の能⼒の開発及

び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助⾔その他の援助を⾏うこと。

五 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要

な⽀援を⾏うこと。

医療法
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都道府県の役割 ⑤

・第三十条の二十一 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進する
ため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。

一 病院⼜は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に
応じ、必要な情報の提供、助⾔その他の援助を⾏うこと。

二 病院⼜は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及
び啓発活動を⾏うこと。

三 前⼆号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要
な⽀援を⾏うこと

医療法
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16 （厚生労働省「社会保障審議会医療部会」（平成２５年１０月４日）資料



医療勤務環境改善⽀援センターと地域医療⽀援センター

 各医療機関が勤務環境改善マネジメント
システムに基づき策定する「勤務環境改
善計画」の策定、実施、評価等をワンス
トップで、かつ、専門家のチームにより、
個々の医療機関のニーズに応じて、総合
的にサポート

 医師の地域偏在の解消に取り組むコント
ロールタワーの確⽴

 地域枠医師や地域医療⽀援センター⾃ら
が確保した医師を活用しながら、キャリ
ア形成⽀援と⼀体的に、地域の医師不⾜
病院の医師確保を支援

 専任の実働部隊として、喫緊の課題であ
る医師の地域偏在解消に取り組む

医療勤務環境改善支援センター 地域医療支援センター

厚生労働省資料より 厚生労働省資料より

地域の実情に応じて、⾏政及び関係各団体との連携のもと、
これら両センターの事業に都道府県医師会が積極的に関与（受託）する。

その機能を果たすことで、地域における医師偏在、あるいは
各医療機関における勤務環境を一体的に改善することが期待できる。

都道府県を設置主体とする事業
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専門医認定支援事業
（地域医療に配慮したものであること）

• 事業の主体

専門医の養成プログラムの作成
①医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院もしくは診療所の開設者

②医療法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者

事業の内容

専門医の養成プログラムの作成

①総合診療専門医の養成プログラム

②初期診療が地域で幅広く求められる診療領域で都市部と地域
をローテーションする内容の養成プログラム

18の基本診療領域のプ
ログラムすべてが対象
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都道府県（地域医療⽀援センター等）と連携しつつ、指導体制等との
研修の質を確保した上で、地域の協⼒病院群を構成すること。



「総合診療専門医」が必要と考えられる分野

• ⼈⼝減少地域で、医師⼀⼈で多くの科の診察を⾏わなけ
ればならない地域

• 病院などで、特定の臓器や疾患に限定することなく幅広
い視野で患者を診る医師が必要であるケース

• ⽬標は、国⺠にとって安⼼・安全
な医療提供体制の構築
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専門医数のおおまかな予想
住⺠のニーズにあわせて緩やかに移⾏することが⼤切

2010 2020 2050
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総合診療専門医

皮膚科専門医 か
か
り
つ
け
医

整形外科専門医

内科専門医



臨床研修

各科専門医

初期医療・救急・⾼度医療を担う

（10-15年程度）

各科専門医師

（専門性深化）

各科専⾨医の能⼒を有する

かかりつけ医としての医師

（深い専⾨性と広い総合診療能⼒）

総合診

療

専門医

医学部教育

深い専門性と広い総合診療能⼒は全ての医師が有すべき要件

わが国におけるこれからの医師像
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日本医師会生涯教育制度・学会専門研修制度
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専門医、総合診療専門医、そしてかかりつけ医

Subspeciality 専門医
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